
第３章　環境の状況と施策の実施状況

●３Ｒの推進と普及啓発

■家庭ごみの排出状況

　「第３次伊達市環境基本計画」では、１人１日当りのごみ排出量を2028年度（令和10年

度）までに、2018年度（平成29年度）比10％の削減、925ｇ（家庭系：479g/事業系：446g）

を目指していますが、令和４年度の排出量は、898ｇで目標を達成することができました。

　今後も継続して目標を達成するためには、家庭から出されるごみの発生抑制、再使用、

再利用の実践を啓発するとともに、再生資源物の分別収集、リサイクル資源の集団収集

の推進などが引き続き必要です。

・１人１日当りのごみ排出量の推移

　

※１人１日あたり排出量＝（ごみの年間処理量÷伊達市の人口÷365日）×1,000,000

　環境基本計画目標値925g/人・日

・ごみの年間処理量の推移

※ごみの年間処理量＝事業系可燃ごみ＋事業系不燃ごみ＋事業系粗大ごみ+家庭系ごみ

【担当：環境衛生課】

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ａ:資源循環（持続可能な社会の構築）

第３章　環境の状況と施策の実施状況

施策方針A-1　3R推進で資源の節約と持続可能な社会を構築しよう
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■資源リサイクルの推進

　平成９年４月から、ごみの減量化を目的とした「伊達市分別収集計画」に基づき、再生資

源の分別収集のため、市内全域でステーション回収を実施しています。

　令和４年度についても、市内全域でステーション回収を実施し、分別収集カレンダーや

排出方法のパンフレットを作成、配布しました。

【担当：環境衛生課】

■あおぞらフリーマーケットの開催支援

　リサイクル推進の観点から、伊達消費者協会が

主催（市と共催）で「あおぞらフリーマーケット」を

開催しています。

　令和４年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の

影響で中止となりました。

【担当：環境衛生課】

■家庭用使用済み小型家電の回収

　ごみの減量化や資源の循環を目的とし

て、「燃えないごみ」として処分されてい

た小型家電のリサイクル推進を図るため、

平成26年度から市役所及び大滝総合支

所の２箇所に回収ボックスを設置し、「使

用済み小型家電」の無料回収を行って

います。

【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ａ:資源循環（持続可能な社会の構築）
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■紙類回収庫の設置

　紙類のリサイクルを推進するため、随時紙類を持ち込める紙類回収庫を伊達地域には

市役所敷地内、東地区、山下地区、黄金地区、長和地区、稀府地区、有珠地区の７カ所、

大滝区は２カ所に常設しています。

【担当：環境衛生課】

■不用品ダイヤル市の実施

　家庭で不用となったものを有効活用するためのリサイクル情報を、市広報紙に掲載して

います。

【担当：市民課】

■市職員向けペットボトル再生品による物資の調達

　平成12年度から市職員用の作業服にペットボトル再生品を導入しています。

　令和４年度は、作業服（上）９着、作業服（下）10着の購入となりました。

【担当：職員法制課】 

■自治会等団体による紙類等の集団回収への支援

　紙類やびん類、金属類の資源回収を実施した団体（登録制）に対して、回収した実績に

応じて１kg当たり３円の助成金を交付していてます。

　令和４年度は、77団体に助成金1,384,700円（資源回収量463,057kg）を助成しました。

【担当：環境衛生課・地域振興課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ａ:資源循環（持続可能な社会の構築）
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●産業廃棄物等のリサイクル、有効活用

■農業用廃プラスチックの回収

　不法投棄や違法焼却などの不適切な処理がなされないように、伊達市農業協同組合が

年２回（春・秋）廃プラスチックの集団回収を実施しています。回収された農業用廃プラス

チックは、固形燃料にリサイクルされています。

　令和４年度は、春季71.7t、秋季58.4tが回収されました。

【担当：農務課】

■公共工事時の再生骨材コンクリート、再生アスファルト合材等の使用

　市道の整備にあたり、解体コンクリート殻から再生された再生骨材コンクリートや再生ア

スファルト合材の利用により、リサイクルの促進を図るとともに、産業廃棄物の排出量削減

に努めています。

　令和４年度は、再生骨材コンクリートを326㎥、再生アスファルト合材を644t使用しました。

【担当：建設課】

■下水道汚泥の再利用

　下水道汚泥を平成10年度から一部を「堆肥化」、平成14年度から一部を「セメント原料

化」するなど、下水道資源の有効的な利活用を図っています。

　令和４年度は、農地還元堆肥化量として428t、セメント原料化量として963tリサイクルさ

れました。

【担当：上下水道課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ａ:資源循環（持続可能な社会の構築）
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施策方針A-2　ごみの適正処理で住み良いまちづくりに努めよう

●ごみの分別や出し方ルールの啓発

■家庭ごみの「分け方」と「出し方」パンフレット・ごみ収集カレンダーの配布及び

　ごみの排出マナーの徹底

　一般家庭ごみの適正処理の啓発のため、排出方法等についてのパンフレットやごみ収

集日カレンダーを毎年３月に自治会を通じて配布しており、自治会未加入者が多いアパ

ート等は不動産管理業者の協力により配布しています。

　各個別リサイクル法に基づく適正処理については、広報紙やホームページで啓発して

います。

【担当：環境衛生課】

■不適正排出者に対する訪問指導やごみステーションへの注意喚起物の掲示

　ごみステーションの利用を著しく阻害する不適正排出があった際は、排出者が特定でき

た場合には、排出者に対して直接訪問指導を行ってます。また、排出者が特定できなか

った場合も、警告ポスターを設置するなど排出マナーの徹底を訴えております。

【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ａ:資源循環（持続可能な社会の構築）

家庭ごみの「分け方」と「出し方」パンフレット ごみ収集カレンダー
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■不法投棄防止対策

　道路や個人が所有する土地などに、無断で廃棄物などを捨てる「不法投棄」が後を絶ち

ません。

　不法投棄防止対策として、不法投棄防止看板の設置や広報紙を活用して啓発を行っ

ています。

　また、伊達市を含む西胆振６市町は、広域連携

による不法投棄の防止・抑制を図るため、郵便事

業㈱、北海道電力㈱、胆振西部ハイヤー協同組

合と「廃棄物の不法投棄の情報提供に関する覚

書」を平成23年６月に締結し、監視の目を増やす

ことで、不法投棄防止に努めています。

　令和４年度は市道1件、ごみステーション５件

の計６件通報がありました。

【担当：環境衛生課】

■ごみ焼きに関する訪問指導

　家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やすことは、「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」で禁止されています。

　環境パトロール時の発見や市民からの通報の際は、関係機関と連携を図り指導を行っ

ています。

　令和４年度は、１件の通報があり、指導を行いました。

【担当：環境衛生課】

■環境パトロールの実施

　平成16年に制定された「伊達市環境美化条例」を市民へ周知をするため、毎月１回（環

境月間の６月は毎週）広報車両によるPR及び環境パトロールを実施し、ごみの散乱や不

法投棄防止及びごみ焼き禁止のための監視、犬のふん放置禁止について啓発を実施し

ています。

【担当：環境衛生課】

■事業所協力による車両用ボディパネルの装着

　毎年６月の環境月間に合わせて市公用車

や市内タクシー会社の車両にボディパネル

を装着して市内を巡回することで不法投棄

防止の啓発を行っています。

【担当：環境衛生課】

●野焼き、不法投棄の防止

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ａ:資源循環（持続可能な社会の構築）
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●環境測定の実施と環境基準の達成

■大気環境測定

　北海道胆振総合振興局が測定を行っている大気環境測定（稀府、有珠、館山、北湯沢、

計４カ所）について、二酸化いおう、二酸化窒素・窒素酸化物・浮遊粒子状物質の濃度を

毎月、広報紙及びホームページへ掲載し、市民

への情報提供を行っています。

　また、市役所本庁舎と大滝総合支所の２箇所に

大気環境濃度表示装置を設置し、リアルタイムで

情報提供を行っています。

　令和４年度における大気汚染物質濃度は、全

ての地点・項目において環境基準を超えるものは

ありませんでした。

・二酸化いおう（SO₂）

※環境基準（環境基本法に基づく昭和48年５月16日告示）：１時間値の１日平均値が0.04ppm以下

・一酸化窒素（NO）

※環境基準の設定なし

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

施策方針B-1　典型７公害等の対策により環境負荷の低減に努めよう
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・二酸化窒素（NO₂）

※環境基準（環境基本法に基づく昭和48年５月16日告示）：

１時間値の１日平均値が0.04から0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下

・窒素酸化物（NOx）

※環境基準の設定なし

・浮遊粒子状物質（SPM）

 ※環境基準（環境基本法に基づく昭和48年５月８日告示）：１時間値の１日平均値が0.10ppm以下　

【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境
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■河川・海域水質測定事業

　河川や海域の水質を監視するため、環境基本法の規定に基づき、大きく２種類の基準

（人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）、生活環境の保全に関する環境基準

（生活環境項目））の定期的な水質検査を行っています。

　令和４年度における測定結果は、健康項目では河川、海域ともに全ての測定地点で

環境基準を超えるものはありませんでした。

　しかし、生活環境項目においては、一部河川で大腸菌数の環境基準値超過が確認さ

れました。

　また、一部海域で化学的酸素要求量（COD）の環境基準値超過が確認されました。

　これらは、生活排水や雨水の流入による有機物の影響を受けていると考えられることか

ら、引き続き下水道の整備を進めるとともに、家畜ふん尿が悪天候の場合でも河川へ流

出しないよう適正管理の指導を継続していく必要があります。

　なお、測定された大腸菌数については、雨などの気象状況で測定値が大きく変化する

こともあり、これまでの経過から推測すると健康に影響が出る可能性は非常に低いと考

えられます。

・河川・海域水質測定事業　測定項目

 BOD（生物化学的酸素要求量）

 シアン

 カドミウム

 カドミウム

分析項目

 鉛

 ヒ素

 総水銀

 トリクロロエチレン

 テトラクロロエチレン

 ph（水素イオン濃度）

 DO（溶存酸素量）

 SS（浮遊物質量）

 大腸菌数

１回

 鉛

 ヒ素

 総水銀

 トリクロロエチレン

海域採水・水質分析
（健康項目）
実施月：７月

８か所

回数

１回

４回

１回

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

海域採水・水質分析
（生活環境項目）

実施月：７月

８か所

13か所

13か所

 テトラクロロエチレン

 ph（水素イオン濃度）

 COD（化学的酸素要求量）

 DO（溶存酸素量）

 大腸菌数

 ノルマルヘキサン

分類 採水箇所

河川採水・水質分析
（健康項目）
実施月：９月

河川採水・水質分析
（生活環境項目）

実施月：６月、９月、12月、３月
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・生活環境項目　環境基準達成数及び達成率一覧

　※令和４年度より、調査項目が「大腸菌群数」から「大腸菌数」に変更。

・BOD（河川）・COD（海域）の環境基準達成率の推移

・水素イオン濃度（pH）基準値達成率の推移

・大腸菌群数環境基準達成率の推移（R4年度は大腸菌数の達成率）

海域

BOD

COD

河川

海域

河川

海域

河川

水素イオン
濃度(pH)

大腸菌数

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境
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河川

海域

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H30 R1 R2 R3 R4

達
成
率
（
％
）

河川（BOD）

海域（COD）
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★北海道が実施する河川・海域水質測定結果

・河川【令和３年度：健康項目】

・河川【令和３年度：生活環境項目】

・海域【令和３年度：健康項目】

・海域【令和３年度：生活環境項目】

※「n」は年間の総検体数を表し、「m」はnのうち環境基準を超えた検体数を表します。

0/2

0/3
0.006～0.008

（0.007）

＜0.005
（＜0.005）

＜0.005
（＜0.005）

m/n
範囲

（平均）

0/1

0/2

0/1

0/1

0/2

0/1

＜0.0003
（＜0.003）

m/n
範囲

（平均）
m/n

範囲
（平均）

＜0.005
（＜0.005）
＜0.005

（＜0.005）
＜0.005

（＜0.005）

＜0.0003
（＜0.003）
＜0.0003
（＜0.003）

0.01mg/ℓ以下

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

鉛（mg/ℓ） ヒ素（mg/ℓ）
類型

AA

カドミウム（mg/ℓ）

0.01mg/ℓ以下0.003mg/ℓ以下

0/3

0/4

＜0.005
(＜0.005)

総水銀（mg/ℓ）

範囲
（平均）

0.0005mg/ℓ以下

＜0.0005
(＜0.0005)

0/1

0/1

0/1

0/1

m/n

0/4
9.4～13

（11）

鉛（mg/ℓ）

範囲
（平均）

＜0
(＜0)

-

1.3～2.0
（1.7）

7～790
（220）

-

範囲
（平均）

ヒ素（mg/ℓ）

範囲
（平均）

0.02mg/ℓ以下

＜0.005
(＜0.005)

0.01mg/ℓ以下

＜0.005
(＜0.005)

0/1 0/4 0/4

河川名
測定
地点

類
型

0/1

m/n

類
型

B
-

ST-1

1.8

2mg/ℓ以下

--

基準値

ST-8

ST-6
伊達海域

類
型

A

ST-3 0/4 0/4
1.2～1.9

（1.6）

0.003mg/ℓ以下

＜0.0003
(＜0.0003)

ST-2 0/4 0/4
1.2～1.9

（1.6）

1.9
7.8～8.1

（8.0）
0/4

-

7.8～8.1
（8.0）

0/4

1.8

m/n

0/1

75%値

0/1

海域名
測定
地点

基準値

カドミウム（mg/ℓ）

m/n
範囲

（平均）

25mg/ℓ以下

＜1～7
（3）

m/n

基準値

長流橋長流川

5,000MPN/100mℓ

7.5mg/ℓ以上

5mg/ℓ以上

0/4
10～14
（12）

基準値

落合橋AA 2/4

0/4

6.5以上8.5以下

7.1～7.5
（7.3）

6.5以上8.5以下

6.9～7.4
（7.1）

B

長流川 0/4

1mg/ℓ以下

pH BOD（mg/ℓ）

75%値

3mg/ℓ以下

0/4 0.6
＜0.5～0.7

（0.6）
0/4

範囲
（平均）

m/n
範囲

（平均）

0/4 ＜0.5
＜0.5

（＜0.5）

SS（mg/ℓ）

＜1～2
（１）

m/n
範囲

（平均）
m/n

範囲
（平均）

m/n

DO（mg/ℓ）
大腸菌群数

（MPN/100mℓ）

m/n

50MPN/100mℓ

2～790
（230）

範囲
（平均）

25mg/ℓ以下

0/4

ST-5 - - - - - -

0/8 0/8
1.3～2.0

（1.8）
0/1 0/8ST-4

-

1.9

-

7.7～10
（9.1）

3mg/ℓ以下

測定地点
m/n

基準値

ST-7 0/8 0/8
1.7～2.3

（2.1）
0/1 0/8 -

ST-6 0/8 0/8
1.2～2.2

（1.8）
0/1 0/8

7.5～11
（9.4）

7.5～11
（9.4）

7.8～8.1
（8.0）

7.8～8.1
（8.0）

＜0.5
（＜0.5）
＜0.5

（＜0.5）

2.1

2.1

ST-8 0/8 0/8
1.5～2.2

（1.9）
0/1 0/8

7.5～11
（9.4）

-

7.8～8.2
（8.0）

-ST-9

＜0.5
（＜0.5）

-- - - -

2.1

- -

B

m/n m/n
範囲

（平均）

大腸菌群数
（MPN/100mℓ）

1,000MPN/100mℓ

COD（mg/ℓ）
油分

（n-ヘキサン）
pH

範囲
（平均）

7.8以上8.3以下

-

7.8～8.1
（8.0）

7.8以上8.3以下

7.8～8.1
（8.0）

-

5mg/ℓ以上

DO（mg/ℓ）

＜0.5
（＜0.5）

検出されない

＜0.5
（＜0.5）

-

8.4～11
（9.6）

＜0
(＜0)

B
気門別川

長流川

長流川

河川名

落合橋

関内橋

長流橋

測定地点

基準値

0/4 0/4

0/4 0/4

範囲
（平均）

検出されない

＜0.5
（＜0.5）
＜0.5

（＜0.5）
＜0

(＜0)

範囲
（平均）

7.5mg/ℓ以上

7.9～11
（9.4）

7.6～11
（9.3）

m/n

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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【参考】水質測定地点の所在地図

※図に記載されているほかに、大滝区の河川水質測定点（長流川　開拓橋）があります。

【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境
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■騒音・振動測定

　伊達市の騒音・振動の実態を把握するため、騒音規制法・振動規制法に基づき、市独

自による測定を実施しています。

・環境基準に基づく騒音測定（令和４年度実績）

(1)道路に面する以外の地域

※環境基準（環境基本法に基づく平成10年９月30日告示）

(2)道路に面する地域

※環境基準（環境基本法に基づく平成10年９月30日告示）

・騒音規制法に基づく測定（令和４年度実績）

※要請限度（騒音規制法に基づく平成12年３月２日総理府令）

・振動規制法に基づく測定（令和４年度実績）

※要請限度（振動規制法に基づく昭和51年11月10日総理府令）

地域
類型

C

車
線
数

2

2

環境基準

昼間
70dB以下

夜間
65dB以下

（幹線交通を担
う道路に近接

する空間）

昼間（６時～22時）

基準
適応等価騒音

環境基準 測定地点
地域
類型

等価騒音

基準
適応中央値 90%上端

夜間（22時～翌日６時）

中央値 90%上端

測定値
90%下端90%下端

測定値

長和市営
住宅付近

○

47

45

90%上端 90%下端

○

39

39

55

50

34

33

37

32

39

39

35

29

67札幌トヨペット
付近

○

測定地点

47 68 41

○

長和駐在所
背後地

○

○

夜間（22時～翌日６時）

測定値 測定値

交通量

基準
適応

等価騒音 中央値

167

90%上端 90%下端 等価騒音 中央値

○

○

第
2
種

昼間（６時～22時） 夜間（22時～翌朝６時）

測定値（80%上端値）
基準
適応

39 ○ 34

車
線
数

2

2

要請
限度

昼間
70dB以下

夜間
65dB以下

測定地点

札幌トヨペット付近

長和駐在所付近

44 ○ 37 ○

測定値（80%上端値）
基準
適応

区域
区分

地域
類型

C

昼間（６時～22時） 夜間（22時～翌朝６時）

2

2

要請
限度

昼間
75dB以下

夜間
70dB以下

測定地点

札幌トヨペット付近

長和駐在所付近

測定値（等価騒音）
基準
適応

測定値（等価騒音）
基準
適応

車
線
数

67 ○

○

札幌トヨペット
付近　背後地

長和駐在所

66

62

63

○

○

52 3351 47 57 39 46 38

67 37

16.5

○
43 53 40

63 44

47

4566 61 71

134.5

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

49 61

19.5

52 50 57 48
○

交通量

基準
適応

64 72

昼間（６時～22時）

A
○

37 ○

36

○昼間
55dB以下

夜間
45dB以下

北海道糖業
社宅付近
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【参考】騒音・振動測定地点の所在地図

（注）●：環境基準に基づく騒音測定のうち道路に面する地域の測定点及び騒音規制法（自動車騒音）、

　　 　　 振動規制法（道路交通振動）に基づく観測点。

　　　▲：環境基準に基づく騒音測定のうち道路に面する地域以外の測定点。

　　　　　 【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境
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■公害防止協定に基づく事業所測定

　公害防止協定に基づき、市内２事業所の使用燃料（重油及び石炭）における硫黄含有

率の分析調査を毎年行っています。

　令和４年度は、各事業所とも協定値以内となっています。

　また、工場や事業所に対し、北海道と連携を図りながら「水質汚濁防止法」など関係法

令に基づく適正な排水処理について指導を行うとともに、「伊達市公害防止条例」に基づ

く協定事業所に対する立入調査を実施しています。

　令和４年度は、市内３事業所の水質調査を行いましたが、協定値超過はありません

でした。

【担当：環境衛生課】

■公害に関する苦情対応

　本市の公害に関する苦情は、大気汚染や水質汚濁に関するものなど様々なものが寄せ

られており、関係機関と連携しながら原因の究明と必要に応じて指導等を行っています。

　令和４年度は13件の苦情が寄せられました。

・原因別苦情件数

【担当：環境衛生課】

公害の種類

大気汚染

水質汚濁

騒音

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

R4

2件 2件 6件 2件 1件

1件

2件 3件 1件 0件 4件

振動

悪臭

土壌汚染

地盤沈下

その他

合計

H30 R1 R2 R3

0件 1件 4件 0件

0件 0件 0件 0件

4件 4件 0件

0件

3件 2件 4件 5件 6件

4件 1件

0件 0件 0件 0件 0件

0件 0件 0件 0件 0件

11件 12件 15件 11件 13件
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●地下水測定、利用に関する啓発

■硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の測定（令和４年７月4日～15日実施）

　安心安全な飲用水を確保するため、市内全域の検査希望者を対象として硝酸性窒素

及び亜硝酸性窒素に係る飲用井戸水の水質検査を実施しています。

　令和４年度は、56本の検査を行いその内５本の井戸から「水質基準に関する省令」で

定められた基準を超える硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出されました。

　これらの対策として、上水道への切り替えを指導するとともに、井戸水を利用しなければ

ならない給水区域外の井戸使用者に対して、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除去する

ことができる浄水器の設置資金（限度額：30万円）の無利子による貸付を行っています。

　令和４年度の貸付実績はありませんでした。

　なお、上水道の普及率は、令和５年３月末現在、給水区域内において伊達地域は

88.8％、大滝区は81.4％の普及率となっています。

【担当：環境衛生課・上下水道課】

■ヒ素の測定（令和４年12月８日実施）

　市内全域の検査希望者を対象として飲用井戸水のヒ素に係る水質検査を実施していま

す（検査料金のうち5,000円を限度として1/2を補助金として交付）。

　令和４年度は、２本の井戸の検査を実施しましたが、基準を超えた井戸はありませんで

した。

　また、「水質基準に関する省令」で定められた基準を超えるヒ素が確認された場合は井

戸使用者に対して上水道への切り替えを指導するとともに、水道設備の設置資金（限度

額：30万円）の無利子による貸付を行っています。

　なお、令和４年度の貸付実績はありませんでした。

【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境
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★北海道が実施する地下水定期モニタリング調査結果

　平成２年度から北海道が実施している、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・テトラクロロエチ

レンによる汚染状況のモニタリング調査では、市内に環境基準値を超える地点があります。

　・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、農地への過剰な施肥や家畜ふん尿の不適正な処

　　理、生活排水等の要因が考えられております。

　・テトラクロロエチレンは、油を溶かすため、金属工業製品の洗浄やドライクリーニングの

　　洗浄に広く利用され、粘性が低く浸透し、流れやすい性質を持っているため、汚染の

　　調査改善・防止対策の推進が必要です。

　また、基準を超過した飲用井戸については、有害物質の除去または上水道への切り替

えなどの状況に応じた対策が必要となります。

●硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素【令和４年度】

※環境基準値：10mg/ℓ以下

●テトラクロロエチレン【令和４年度】

備考　1.赤字は基準値超過

　　　　2.定期モニタリング調査　汚染井戸周辺地区で確認さ

　　　　　れた汚染の継続的な監視等、経年的なモニタリングと

　　　　　して定期的に実施する調査。

　　　　3.生活用水　一般家庭あるいは工場・事業所の所有す

　　　　　る井戸で、飲用以外の生活用に用いられる井戸。

※環境基準値：0.01mg/ℓ以下

R4.6.6

14.8℃

7.5

22mS/m

1.8mg/ℓ

2

不明

館山町

3

一般飲用

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

地点番号

井戸深度

pH

用途

12.3℃

R4.10.26採水年月日 R4.6.6

15.5℃

6.8

5

生活用水

3m

長和町

27mS/m

4mg/ℓ

用途

2mg/ℓ 14mg/ℓ

19mS/m

一般飲用

23mS/m

16.3℃

6.7

33mS/m

11.2℃

7.5 6.8

テトラクロロエチレン

7.4

15.6℃

R4.6.29

水温

井戸深度

3.4mg/ℓ

地区名

10mS/m

1

網代町

1.9mg/ℓ

電気伝導率

<0.0005mg/ℓ

採水年月日

水温

pH

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素

地点番号

地区名

電気伝導率

不明

7

舟岡町②

50m

一般飲用

R4.6.6

東有珠町

15.4℃

一般飲用

R4.6.6

9.2mg/ℓ

15.2℃

7.0

19mS/m

9.1mg/ℓ

7.6

32mS/m

R4.10.26

15.1℃

7.2

18mS/m

R4.7.21 R4.6.6

松ヶ枝町

8m

一般飲用

6

舟岡町①

不明

一般飲用

4

62m
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・水道法に基づく水質基準項目51項目測定結果

・地点1：上館山町、地点２：館山下町、地点３：旧伊達市清掃センター 単位：mg/ℓ

※赤字は基準値超過

・ダイオキシン類測定結果（令和４年10月31日採取）

※地下水における環境基準（ダイオキシン類対策特別措置法に基づく平成11年12月27日環境庁告示：年平均値1pg-TEQ/ℓ

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

ダイオキシン毒性等量 ジベンゾフラン毒性等量 コブラナーPCB毒性等量
(pg-TEQ/ℓ) (pg-TEQ/ℓ) (pg-TEQ/ℓ)

＜0.0003 ＜0.00005 ＜0.001 ＜0.001 0.002
0 不検出 ＜0.0003 ＜0.00005 ＜0.001 ＜0.001

0.002

1,4-
ジオキサン

ジクロロ
メタン

1
2

旧清掃センター構内
周縁地

0.079
0.076

0.075
0.072

0.0040
0.0040

項目

3

地
点
名

ヒ素及び
その化合物

基準値 100個/mℓ以下 検出されないこと 0.003以下 0.0005以下 0.01以下 0.01以下 0.01以下

種類 一般細菌 大腸菌群数
カドミウム及び
その他化合物

水銀及び
その化合物

セレン及び
その化合物

鉛及び
その化合物

0.002
0 不検出

テトラクロロ
エチレン

トリクロロ
エチレン

ベンゼン

四塩化炭素

0 不検出 ＜0.0003 ＜0.00005 ＜0.001 0.001

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.8以下 1.0以下 0.002以下
0.4 ＜0.05 ＜0.0002

＜0.08 ＜0.05 ＜0.0002
0.1

フッ素及び
その化合物

ホウ素及び
その化合物

＜0.05

＜0.001
＜0.005 ＜0.002 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

0.01以下 0.01以下
＜0.005 ＜0.002 ＜0.001 ＜0.001
0.05以下 0.02以下 0.01以下0.04以下

＜0.004
＜0.004

＜0.001 ＜0.001

塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸
ジブロモクロロ

メタン
臭素酸

総トリハロ
メタン

＜0.005 ＜0.002 ＜0.001＜0.004

0.01以下 0.1以下
＜0.06 ＜0.001 ＜0.006 ＜0.001 ＜0.01 ＜0.001
0.6以下 0.02以下 0.06以下 0.03以下 0.1以下

＜0.01

有機物 pH 味

＜0.001 ＜0.01 ＜0.001 ＜0.01
＜0.06 ＜0.001 ＜0.006 ＜0.001 ＜0.01 ＜0.001 ＜0.01

＜0.006

0.007

5.8以上8.6以下

＜0.001 ＜0.003 ＜0.009 ＜0.003 0.011

臭気

＜0.001 ＜0.003 ＜0.009 ＜0.003 0.15

9.8 102 143

13 40 125

＜0.02
81 141 ＜0.02

＜0.02

＜0.02

異常なし 異常なし

種類

基準値
地
点
名

1
2
3

種類

基準値

＜0.000001 ＜0.002 ＜0.0005 ＜0.5 7.9

銅及び
その化合物

ナトリウム及び
その化合物

マンガン及び
その化合物

塩化物イオン

異常なし
＜0.000001 ＜0.002
＜0.000001 ＜0.002

地
点
名

1
2
3

種類

基準値

0.02 15

＜0.05

残留塩素

基準値 0.00001以下 5度以下 2度以下 基準値なし

地
点
名

1
2

0.05以下 200以下

0.00001以下 0.02以下 0.005以下 3以下

＜0.0005

基準値
＜0.0005

地
点
名

1 ＜0.000001 ＜0.5 ＜0.2

2-メチルイソ
ボルネオール

非イオン
界面活性剤

フェノール類

＜0.2 ＜0.05
2 ＜0.000001 ＜0.5 ＜0.2 ＜0.05

3

種類 ジェオスミン 色度 濁度

3 ＜0.01 10

地
点
名

＜0.001 ＜0.003

1

3 ＜0.000001 ＜0.5

種類
六価クロム

化合物
亜硝酸態窒素

シアン化物イオ
ン、塩化シアン

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素

基準値 0.05以下 0.04以下 0.01以下 10以下

2 ＜0.002 ＜0.004 ＜0.001 0.56

＜0.06 ＜0.001
ブロモジクロ

ロエタン

＜0.5

＜0.009

＜0.005

ブロモホルム
ホルム

アルデヒド

3 ＜0.002 ＜0.004 ＜0.001 1.5

種類

地
点
名

1
2
3

種類

異常なし 異常なし

異常でないこと 異常でないこと

＜0.03

7

0.2以下 0.3以下
＜0.003

500以下 0.2以下

カルシウム、
マグネシウム等

蒸発残留物

0.05
＜0.03

0.017 ＜0.02
0.08以下 1.0以下

0.6 7.4 異常なし

＜0.02

300以下

■旧伊達市清掃センター構内及び周縁地の地下水水質検査結果（令和４年10月31日採取）

＜0.0002

2 ＜0.01 10 ＜0.005 20

陰イオン
界面活性剤

基準値 1以下 200以下

亜鉛及び
その化合物

アルミニウム
及びその化合物

鉄及び
その化合物

0.03以下 0.03以下

地
点
名

1 ＜0.002 ＜0.004 ＜0.001 0.09

0.09以下

トリクロロ
酢酸
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■乳幼児世帯への飲用井戸使用の確認

　母子健康手帳の交付時に、飲用井戸水の使用について確認し、使用世帯である場合

は、水質検査の受検を依頼するとともに水質基準を満たしていない井戸水の使用による

乳幼児への影響などについて周知を行っています。

・令和４年度　確認件数・・・154件

【担当：健康推進課】

■エキノコックス症検診の勧奨

　エキノコックス症とは、エキノコックスの虫卵に汚染されたものを口から取り入れることで

罹患します。

　エキノコックス症を予防するための知識を普及するとともに、患者を早期に発見して早期

治療に結び付けるために、小学３年生以上の市民を対象にエキノコックス症検診を開催し

ており、ホームページ等により受診するよう呼び掛けています。

・令和４年度　エキノコックス症検診受診者…352人

※352人のうち、１名が擬陽性となりました。

【担当：健康推進課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境
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■公共下水道事業

　下水道の普及率は、令和５年３月末現在、人口普及率で88.1％となっており、整備は順

調に進んでいます。

【担当：上下水道課】

■公共下水道処理区域内の下水道未接続者への接続普及啓発

　毎年９月10日の「下水道の日」に合わせて、新聞広告等にて下水道の普及促進を促す

ＰＲを行っています。

　また、下水道に接続できる地域となってから２年経過しても接続されていない世帯に、水

洗化についての勧奨文書を送付して啓発を行っています。

【担当：上下水道課】

■水洗便所改造等資金貸付事業

　下水道への接続や浄化槽の設置によりトイレを水洗化するなど、水洗化に係る工事資

金の貸付制度を行っており、水洗化の普及促進を図っています。

・令和４年度　貸付実績

　・下水道接続による貸付・・・０件（前年度：０件）※延べ利用件数2,904件（S60～）

　・浄化槽設置による貸付・・・０件（前年度：１件）※延べ利用件数 　 21件（H20～）

【担当：上下水道課・環境衛生課】

■合併浄化槽設置整備事業

　公共下水道の事業認可区域を除いた区域及び公共下水道の事業認可区域のうち、

市街化区域を除いた区域で、公共下水道の整備が当面見込まれない区域において、

合併浄化槽の設置者に対し補助金を交付しています。

令和４年度は、４件の利用があり、平成20年度からの延べ利用件数は216件となりまし

た。

【担当：環境衛生課】

■浄化槽の法定検査の実施

　公益社団法人北海道浄化槽協会により、毎年定期検査を実施しています。

令和４年度は、500件の法定検査を実施しました。

【担当：環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

●下水道、浄化槽の整備普及
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●都市景観の保全と緑化活動の普及推進、歴史・文化的資源の保護

■花だんコンクール・花の種子の配布

　伊達市連合自治会協議会では、生活に潤いと安らぎを与え、住みよい環境づくりを推

進するため、市との共催により、花だんコンクールを実施し、花いっぱい運動の普及に

努めています。

　令和４年度開催された第43回花だんコンクール及び花の種子の無料配布の状況は次

のとおりです。

【第43回花だんコンクール結果】

【花の種子の無料配布状況】

【担当：総務課】

■緑化キャンペーン

　身近な緑の保全・創出を図るため、伊達市緑化キャンペーン期間を設けて、街頭・事業

所等での「緑の募金」、緑化木の配布を行っています。

　令和４年度の実績は次のとおりです。

・緑の募金 募金額    　219,871円（前年度：237,569円）

・緑化木の配布　   　  127,050円（前年度：44,770円）

【担当：上下水道課】

東３区自治会模範花壇の部（団体）

１名

サルビア、アゲラタム、
マリーゴールド

種子の種類 配布先

自治会、学校等

１名

配布数

21

努力賞

努力賞

個人花だん

個人ガーデニング

マスター賞 ２名模範花壇の部（個人）

マスター賞

努力賞

努力賞
一般花だん

伊達市立図書館

ふれあい館

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

施策方針B-2　地域パートナーシップでまちの美化・景観保全に努めよう

名　　称

長和20区自治会

部　　門

自治会花だん

優秀賞

賞

努力賞 東１区自治会

優良賞 有珠２区自治会
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■開発・造成行為時の緑地の確保推進

　宅地開発における緑化推進として、必要に応じて開発行為区域内の３％以上の面積の

緑地を設け、地域住民の憩いの場となるべき緑地の造成を図っています。

【担当：都市住宅課】

■公園の環境整備

　全国的に増加している公園遊具での事故防止のため、点検を強化するとともに、更に使

い勝手の良い環境整備に努めています。

　また、だて歴史の杜では、地域住民の公

園づくりの一端として、地域住民による花

だんづくりや「だて緑と花のまつり」を開

催するなど、地域住民と共同で維持管

理に取り組んでいます。

・令和４年度　公園整備状況

【担当：上下水道課】

■埋蔵文化財包蔵地の保護

　市内に数多く現存する遺跡の保存と保護を図るため、地域開発や砂利採取及び建物

の建設工事等について、事前協議を行うとともに、必要に応じ遺跡分布調査や工事立会、

発掘調査を実施していきます。

　令和４年度は、事前協議７件、発掘調査１件、工事立会調査４件実施しています。

【担当：生涯学習課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

2基 82,819千円

整備場所 整備遊具数 事業費

だて歴史の杜
館山公園
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■史跡北黄金貝塚の保存と活用

　地域の貴重な文化遺産である史跡北黄金貝塚とその周辺の景観保護を図るため、植

樹による修景等を実施しています。また、文化的資源である北黄金貝塚公園の活用とし

て、だて噴火湾縄文まつり等のイベントを開催しているほか、解説ボランティア団体オコ

ンシベの会を中心として遺跡ガイドや体験学習を実施しています。

　各ボランティア団体の活動状況は次のとおりです。

・解説ボランティア　オコンシベの会

史跡北黄金貝塚公園のオープン時より組織され、

修学旅行生等の来園者を対象に自然と共生した

縄文文化の解説や体験学習を行っています。

　令和４年度実績

来場者数：18,983人（前年度：14,303人）

体験学習：2,749人（前年度：4,754人）

【担当：生涯学習課】

■旧伊達邸庭園内における歴史・自然景観の維持・公開

　　市民の憩いの場として、また北海道の環境緑地保護地区に指定されている市指定史跡

旧伊達邸庭園内の景観維持のため、樹木の剪定を行っています。また、文化的資源であ

る重要文化財「旧三戸部家住宅」や市指定有形文化財「迎賓館」等の活用として、一般公

開を実施しています。

・だて記念館びおとーぷクラブ

環境緑地保護地区に指定されている旧伊達邸庭園の野草園の維持管理を行ってい

るほか、史跡北黄金貝塚公園で開催されるだて噴火湾縄文まつりでは、植樹によっ

て復元した「縄文の森」の散策ガイドも行っています。

【担当：生涯学習課】

■市民活動への支援

　「道の駅だて歴史の杜ＶＳＰ」において、緑化に対する調査研究や国道沿線の花だん等

の管理・植栽等の活動に対して、花の苗を提供するなどの支援を行っています。

 ※ＶＳＰ … ボランティアサポートプログラム

【担当：上下水道課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境
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●地域環境美化活動の普及、推進

■ごみのポイ捨て禁止の啓発（環境美化推進員）

　ごみステーションへの不適正排出によるごみの散乱や犬のふんの放置などに関係する

苦情が多いことから、平成24年７月に「環境美化推進員」を配置しています。

　令和４年度は、市街、中央、東、長和地区の各自治会から推薦された71名の方に委嘱

し、環境美化条例の目的である美しいまちづくりを目指し、地域のごみステーションの巡

回や不適正排出の通報などを行ってもらっています。

　また、定期的に環境美化推進員情報交換会を行い、報告された問題点から啓発チラシ

を作成し、啓発に活用しています。

【担当：環境衛生課】

■空き地等の繁茂雑草や枝の張り出し等の処理依頼

　空き地等から繁茂する雑草や樹木の枝等についての苦情があった際に、土地の所有

者等に対して、雑草や樹木の枝等の処理を依頼しています。

　令和４年度は、延べ28件の指導を実施しました。

【担当：環境衛生課】

■ペット飼養者へのマナー啓発（野良猫対策を含む）

　広報紙やホームページなどで、犬や猫の飼い方・マナーについて、周知啓発を行って

います。また、自治会や環境美化推進員と協力し、「犬のフン禁止」ののぼりの設置や、

市民の要望により「犬のフンのあと始末に関して」の啓発看板を設置しています。

【担当：環境衛生課】

■スズメバチ等の巣駆除の受付

　人に危害を加える恐れのあるスズメバチ等の巣の駆除に掛かる費用の1/2の金額（限度

額：6,000円）を補助しています。

　令和４年度は、75件の申請があり75件(450,000円)の補助決定をしました。

【担当：環境衛生課】

■「市民総ぐるみ清掃の日、空き缶ゼロの日」運動

　春と秋の「市民総ぐるみ清掃の日、空き缶ゼロの日」運動に合わせ、自治会が道路や長

流川や気門別川の河川敷において、清掃を行いました。

・令和４年度実績

【担当：総務課・環境衛生課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境

令和4年4月24日

実施日

令和4年9月25日

参加自治会数 参加人数

77自治会 2,712人

69自治会 2,168人

ごみ回収量

4,770kg

3,660kg
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■「だてのまち」美化サポート事業（アダプトプログラム）

　市民にとって身近な公共空間である道路、公園、河川などに対する環境美化意識の高

揚と、市民と行政が協働してきれいな公共空間を創出することを目的に、平成17年度から

事業を推進しています。  ※登録団体数24団体

　令和４年度は、延べ500回（2,342名）の清掃活動を実施しました。

【担当：環境衛生課】

●空き家対策

■空き家対策補助事業

　市内の空き家の有効活用や解体を促進するため、１年以上空き家となっている家屋の

除去や改修の補助を行っています。

・空き家除却費補助金

　放置された空き家が、倒壊などにより周囲に深刻な影響を及ぼす事態を未然に防ぎ、

安全・安心な住環境の整備のため、空き家の除却に必要な費用の一部を補助してい

ます。

　令和４年度は、７件の申請があり７件(2,500,000円)の補助決定をしました。

・空き家改修等補助金

　空き家の建て替えや改修による住環境の向上を図り、市内中心部への移住定住を

促進するため、空き家の改修などに必要な費用の一部を補助しています。

　令和４年度は、１件の申請があり1件(700,000円)の補助決定をしました。

【担当：都市住宅課】

第３章　環境の状況と施策の実施状況

基本目標１：生活環境への気付きと調和　Ｂ:生活環境
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